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1課 題

1978年 以前のいわゆる 「社会主義計画経済」下の中国国有企業は政府

行政当局によって経営全般が統制された文字どおりの国営企業であった。

すなわち,国 有企業の生産計画,原 材料資材,製 品販売,労 働力 ・賃金,

利潤分配 ・資金運用などの決定権 と指導監督権が政府行政当局の手に掌握

されていた(い わゆる「五統」)。この行政官僚機構による集権的経営管理

は,市 場を排除 した指令制計画経済体制を前提としていたが,そ の経済的

不効率はいよいよ顕著なものとなり,西 側の資本主義市場経済との経済効

率ギャップもますます拡大 した。 こうした歴史的現実への認識を踏まえて,

中国は78年 末から 「社会主義」体制内の経済改革を開始 した。 その当面

の経済改革の方向は一つは市場 メカニズムの導入,も う一つは行政権限の

地方 ・企業への分権化に置かれた。

この経営管理権限の地方分権化の動 きのもとで,国 有企業の経営自主権

を次第に拡大する措置が とられてきた。本稿では,1980年 代か ら現在 ま

での企業経営自主権の拡大状況とその問題状況について政策面と実態面か
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ら整理、検討することを課題 としたい。

2経 営 自主権拡大化 の試 み

政府の政策展開か らみれば,経 済改革の開始以来,今 日までの企業経営

自主権拡大化の試みは四っの時期に分け られる。 すなわち,第 一期 は

1978年10月 か らの企業基金制の試行に始まり,そ の後利潤留保制,上 納

利潤請負制などの形で試行された。 この時期の企業の自主権拡大は主とし

て資金(利 潤)留 保の拡大 という形で実施された。

第二期は1984年5月 の 「国営工業企業の自主権をいっそ う拡大するこ

とに関する暫定規定」(以 下,84年 規定)の 発布からで,こ の時期 は都市

の経済体制改革の本格化に対応 しっっ,所 得税制に基づ く税後利潤留保権

だけでなくて10項 目にわたる経営自主権が初めて規定 され,そ の権限の

拡大が図られた。

第三期は1988年4月 に 「全人民所有制工業企業法」(以 下,企 業法)が

成立 してからで,企 業法 は 「全人民所有制企業は自主経営,損 益自己負担,

独立採算による社会主義商品生産 と経営の単位」であり,「所有権 と経営

権の分離の原則に照らして企業に経営管理権を与える」ことを明らかにし,

企業の経営管理権として13項 目の企業の権限を法律と して初めて規定 し

た。

第四期は1992年7月 に 「全人民所有制工業企業経営 メカニズム転換条

例」(以後,92年 条例)が 公布されてか ら現在までである。92年 条例 は,

企業法に基づき,そ の実施を徹底する趣旨から制定され,「 企業を市場 の

要請に即応させ,企 業を法に基づいて自主経営,損 益自己負担,自 己発展,

自己規制をする商品生産 ・経営単位」「独立 した企業法人」 にす ることを

「経営 メカニズム転換の目標」 として規定 した。この下で,14項 目の経営

自主権を実行,保 障することが規定された。

以上の四っの時期区分のなかで,こ こではまず,都 市の経済体制改革が
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国有企業の経営自主権拡大と課題

決定され企業の経営自主権の拡大政策が本格化 した第二期以降(1984年

以降)の 政策規定の変化について比較検討する。

1)政 策規定における企業自主権拡大化

ここでは,前 述 した84年 規定,88年 企業法,92年 条例の企業自主権に

っいての規定をそれぞれ整理 し,比 較検討 してみたい。

(1)84年 の規定の場合1)

84年 規定における企業自主権は,以 下の10項 目である。すなわち,①

生産経営計画,② 製品販売,③ 製品価格,④ 物資(原 材料のこと)購 入,

⑤資金運用,⑥ 資産処分,⑦ 企業内機構設置,⑧ 人事労働管理,⑨ 賃金 ・

ボーナス分配,⑩ 企業連合経営である。 こうした一連の経営上の権限が国

有企業に与え られたこと自体,従 来の計画統制との比較において画期的な

ことであった。

しか し,上 記の企業の各自主権は決 して全面的ではなく,そ れぞれかな

り限定されたものであった。すなわち,① 生産計画では,国 家計画 と商品

供給契約の達成を前提とした製品の増産権と国家計画執行中の需給変化に

よる計画調整の提案権の二っだけである。②製品販売面では,国 家計画を

越えて超過生産 した製品分(国 家統一配分物資を含む),企 業に分配 され

た製品,試 作新製品,国 家の購買販売部門が買い付けない製品,在 庫滞貨

製品にっいて企業の自主販売権が与え られた。③製品価格面では,工 業生

産財は企業が自主販売するものと国家計画超過生産部分は上下20%の 枠

内で企業が価格設定権をもち,ま たは売買当事者双方が規定の範囲内で協

議 して決定できる(協 議価格)。 ただし,生 活消費財 と農業生産財 の価格

は計画価格(国 の決めた変動価格を含む)で,企 業の価格設定権はない。

④物資購入面では国家統一分配物資の注文購入にあたり,注 文企業は供給

企業を選択する権限,お よび供給企業と契約を結び,直 接仕入れ,決 裁す

る権限をもっ。⑤資金運用面では,留 保資金を各種基金として独自に使用

する権限(た だ し,各 種基金の配分比率は主管部門の規定 による),減 価
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償却基金の70%を 企業に留保する権利(1985年 か ら),一 時不要な生産

発展基金を企業外の事業に投資する権利,技 術改造プロジェクトの決定権

がそれぞれ与えられた。

⑥資産処分面では余剰の遊休固定資産を賃貸 し,ま たは有償譲渡する権

限をもっ(た だし,高 度 ・精密 ・先端的設備の場合は主管部門の承認が必

要),⑦ 企業内の機構設置では,主 管部門の定める定員の範囲内で機構設

置と人員配置を独自に決定する権限をもっ(た だし,関 係部門は業務活動

の必要に基づいて企業に要求を出せる)。⑧人事労働管理面では技術 ・管

理者の招脾とかれらの報酬を決定する権利,労 働者の中から幹部を選抜登

用する権利,労 働者を公募 ・試験選抜する権利,工 場長が中間管理職を任

命 し,従 業員の賞罰(昇 級 ・報償や免職処分など)を 行 う権利が与えられ

た。⑨賃金 ・ボーナス分配面では,国 の統一 した賃金基準 ・賃金地区類別 ・

手当制度の実施を前提に,賃 金形態を独自に選択 し,ボ ーナス基金を独自

に分配する権利をもつ。⑩連合経営では,企 業はその所有制形態,行 政 と

の従属関係,財 政体制を変えないで,部 門 ・地域を越えた連合経営に参画

し,ま たはこれを組織する権利,ま た相手を選択 して生産協業 ・製品下請

けを行 う権利を与えられた。

(2)88年 の企業法の場合2)

1988年 の国有工業企業法が規定 した13項 目の企業の権利(自 主権)は,

以下のとおりである。すなわち,① 国家計画指導のもとでの製品を生産し,

サービスを提供する権利,② 不必要な計画供給物資または製品販売につい

ての指令的計画の調整を要求する権利,指 令的計画外の生産任務を引き受

けるかまたは拒否する権利,③ 製品の自主販売権,指 令的計画外の超過生

産製品および計画内の分与 された生産製品を自主販売する権利,④ 物資の

仕入れ先を選択 し,購 入する権利,⑤ 製品 ・サービスの価格設定権,⑥ 外

国企業と交渉 し契約を締結する権利と分配された外貨収入を取得し使用す

る権利,⑦ 留保資金を処分,使 用する権利,⑧ 国から経営管理を委任され
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国有企業の経営自主権拡大と課題

た固定資産を賃貸または有償譲渡する権利,⑨ 国家の定める賃金総額の枠

内で賃金形態 とボーナス分配方法を決定する権利,⑩ 従業員を採用,解 雇

する権利,⑪ 国の定める定員の枠内で企業の機構設置と人員編成を決定す

る権利,⑫ 法規に定めのない人力 ・物力 ・財力の割当てを拒否する権利,

⑬他企業 と共同経営 し,他 企業 ・事業単位に投資し,他 企業の株式を取得

する権利および債権を発行する権利,で ある。

1988年 の企業法で新たに規定された自主権 としては,上 記②の指令的

計画外の生産任務を引き受けるかまたは拒否する権利,⑥ の外国企業と交

渉 し契約を締結する権利(貿 易権)と 分与された外貨収入を取得 し使用す

る権利,⑫ 法規に定めのない人力 ・物力 ・財力の割当てを拒否する権利が

ある。また⑬の他企業の株式取得,債 権発行の権利 も新たな規定である。

いずれも,企 業改革の進展に対応 した企業の経営自主権の拡大強化を示す

ものである。

ただし,企 業法の規定はきわめて概括的一般的なものであり,細 かな具

体的規定はしていない。関連する具体的な規定は現在の,ま たは将来制定

される個別の条例に委ね られている。例えば,上 記の13項 目の規定のな

かにも,⑥,⑦,⑧,⑩,⑬ の各項 目にはいずれも 「国務院の規定に基づ き」

との付帯条件がっけられており,ま た③の製品の自主販売権と⑤の製品価

格設定権には国務院の別段の規定がある場合は除 くとの制約条件がっけら

れている。従って,上 記の企業自主権の具体的内容は,国 務院が制定する

関連条例の具体的規定いかんによって多少とも制約されることになる。

(3)92年 の条例の場合3)

1992年7月 に国有企業経営メカニズム転換条例が制定された背景には,

88年 の企業法によって企業に与えられている自主経営権が種 々の原因 に

より実現されていないこと,す なわち 「企業の自主経営,独 立採算が徹底

できず,大 多数の企業の経営メカニズムが社会主義的市場経済に適応でき

ていない」状況があった4)。92年 条例はこの問題状況を克服するために改
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あて14項 目の企業自主権を規定 した。14項 目の自主権とは,① 生産 ・経

営の意志決定権,② 製品 ・サービスの価格決定権,③ 製品の販売権,④ 物

資購入権,⑤ 輸出入権,⑥ 投資意志決定権,⑦ 留保資金の処分権,⑧ 資産

処分権,⑨ 他企業との提携,吸 収 ・合併権,⑩ 労働雇用権,⑪ 管理者 ・技

術者の人事管理権,⑫ 賃金 ・ボーナス分配権,⑬ 内部機構設置権,⑭ 人力 ・

物力 ・財力の割当て拒否権,で ある。

以上の企業自主権の項目は88年 の企業法 と同 じであるが,企 業法 の規

定する従業員の人事権が92年 の条例では,労 働者 の人事権 と管理者 ・技

術者の人事権に分割されている。

この条例 は企業法の実施条例 としての性格を与え られてい る関係 か

ら4),当 然のことだが各自主権の規定は企業法に比べて詳細 なもの となっ

ている。92年 条例が明示的に規定する各自主権の具体的項 目数を84年 の

暫定規定におけるそれと比較すると表1の とおりである。

表1.各 自主権の なかで明示 され た具体的項 目数

① 生産 ・経営の意志決定権

② 価格決定権

③ 製品の販売権

④ 物資購入権

⑤ 輸出入権

⑥ 投資意志決定権

⑦ 留保資金の処分権

⑧ 資産処分権

⑨ 提携,吸 収 ・合併権

⑩ 労働雇用権

⑪ 人事管理権

⑫ 賃金・奨励金分配権

⑬ 内部機構設置権

⑭ 割当て拒否権

84年 規定

2

2

4

2

1

4

1

2

3

3

4

1

92年 条 例

8

3

10

3

9

7

4

2

2

8

6

5

2

3
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国有企業の経営自主権拡大と課題

以上のように,政 府の規定か ら見るかぎり,企 業 自主権の範囲と内容は

従前よりも拡大,充 実 したといえよう。

2)企 業自主権規定における政府の統制

しかしながら,92年 条例をよく読むと,企 業 自主権によ ってはいろい

ろな条件が付いている。その条件 とは,指 令的計画の統制項目は別として,

政府当局の許認可,政 府当局への届出義務,国 の別の規定に従 うこと,除

外規定(「別に定める規定がある場合は除 く」 との条文があることを指す)

などがあげられる。っまり,企 業 自主権が規定されて も,い ろいろ政府の

統制をうける項 目が少なくない。92年 条例に即 して見てみ ると表2の と

おりである。

表2.企 業自主権に対する政府統制項目数

許認可 届出義務 国の規定による 除外規定

① 生産経営の意志決定権

② 価格決定権

③ 製品の販売権

④ 物資購入権

⑤ 輸出入権

⑥ 投資意志決定権

⑦ 留保資金の処分権

⑧ 資産処分権

⑨ 提携,吸 収 ・合併権

⑩ 労働雇用権

⑪ 人事管理権

⑫ 賃金・奨励金分配権

⑬ 内部機構設置権

⑭ 割当て拒否権

4

に
り

1

1

2

り
6

1

1

1

3

り
自

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

表2に よれば,企 業自主権に対する政府の統制規定が比較的多いのは,

輸出入権と投資意志決定権であり,次 に労働雇用権などの人事権である。

従って,政 府当局側がこの統制規定を根拠に企業自主権の運用に対 して制
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限を課すことは十分可能である。その意味では,条 例で規定される企業自

主権と政府の管理統制権限との関係は,運 用においてはかなり微妙なとこ

ろがあるといえる。実際,後 にみるように企業の自主権運用に対 して政府

当局がさまざまな制限を課 し,自 主権が十分執行 されない状況が少なか ら

ずある。

3経 営 自 主 権 拡 大 の 現 状

1984年 の企 業 自主 権 拡 大 の 暫 定 規 定 が 公 布 さ れ て 以 降,企 業 自主 権 の

実 情 に か ん す る多 くの企 業 調 査 が 実 施 され て き た。 そ の なか で,企 業 自主

権(あ るい は計 画 統 制 度)に 関 して 注 目 され る主 な国 有 企 業 調 査 と して は

以 下 の よ うな もの が あ る。

調査年 調査対象 調査機関 調査報告の掲載誌

Al987年 上海市322社 上海社会科学院経済研 『経済研究』1988年4期

Bl989年40都 市855社 全国総工会 ・市総工会r経 済管理』1990年10期

C1990年4省769社 社会科学院工業経済研 『中国工業経済研究』

1992年11期

D1990年 四川省10社 四川省第一調査組 『経済研究』1991年8期

E1991年 湖北 省50社 湖北省計画委員会 『改革』1992年4期

F1991年 全国1637社 国家体制改革委 『中国工業経済研究』

1992年8期

G1991年 漸江省285社 漸江省情報 セ ンター 「中国工業経 済研 究』

1992年5期

Hl992年 全国11地 区13社 国務 院経 済貿 易弁公室 『中国通信』1993年2月

25日

11993年 山東省1663社 国務 院連 合調 査組 『人民 日報』1993年5月

31日

J1993年15省 ・区 ・市 国務 院連合調査組 『人民 日報』1993年6月

22日,7月24日
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国有企業の経営自主権拡大と課題

Aの 調査は84年 の暫定規定の実施状態を,B～Gの 調査は88年 の企業

法の実施状態を,そ してH～Jの 調査は92年 の経営 メカニズム転換条例

の実施状態を,そ れぞれ示 していると考えられる。以下,主 としてこれ ら

の企業調査報告に依りっつ,企 業自主権拡大の実態的動向をい くっかの面

か ら見てみたい。

1)企 業自主権の拡大状況

(1)生 産管理権

1980年 代以来,企 業の生産活動に対する政府の計画統制は縮小緩和

してきた。全国範囲において国有工業企業の生産に対する計画統制の変化

は表3の とおりである。

表3.工 業生産総額に占める計画統制比率の変化 (単位:%)

・ ・, ... 1989 1992 1993年(6月)

指令性計画部分の比率

指導性計画部分の比率

市場調節部分の比率

80 16

43

41

17

40

43

12

34

54

6.5

25

67.5

(出典:1984,1988年 は馬洪 「中国経済体制改革的現状及展望」 「求 是』

1991年 第10期,30頁,1989年 は何建章 「摘好国有大中型企業的幾個 問題」

r光明 日報』1991年11月5日,1992,1993年 は 『中国通信』1993年8月11日)

表に明らかなように工業生産総額に占める指令性計画部分の比率 は大 き

く減少 し,そ の反対に政府の計画統制外の市場調節部分の比率が増大 して

いる。 こうしたマクロ面での政府の計画統制の縮小は個々の国有企業の生

産自主権の幅を拡大する条件を与えた。上記の調査C(江 蘇 ・四川 ・吉林 ・

山西省の計769の 国有工業企業)の 統計によれば,1980年 以来の生産管

理方面における企業自主権の獲得状況は表4の とおりである。
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表4.企 業の生産 自主権 の拡大 (単位:%)

・'1

1981

1982

1983

1984

1985

・:・

1987

...

1989

1990

生産額計画 生産量計画 品種計画 技術計画 生産進度計画

6.8

7.8

10.4

14.4

25.1

34.8

39.1

53.4

64.4

67.4

69.3

7.3

8.2

11.4

1:

26.0

36.7

42.3

56.3

68.1

71.3

73.5

7.9

9.1

12.0

15.6

28.2

39.1

45.1

59.0

71.9

75.0

77.6

10.3

11.3

14.0

18.3

30.6

41.9

46.8

.1・

72.2

75.6

77.6

11.2

12.1

15.0

19.1

31.9

43.7

49.5

63.2

76.2

79.7

1

備考:パ ーセ ン トは自主権獲得企業の全体企業 に占める比率 を示 す

(出典:郭 晋剛,杜 海燕論文r中 国工業経済研究』1992年11期,4頁)

表によれば,第 一に1980年 以来,企 業の生産計画権は一貫 して拡大

した。第二に,生 産管理自主権の普及は時期的に緩急がみ られる。1980-

83年 の時期は自主権の拡大が比較的緩慢であるが,1984-88年 は比較的急

速に拡大 している。 しか し1989-90年 はまた緩慢になっている。 この変化

は経済政策におけるサイクルを反映 している。1980-82年,1988-90年 は

経済調整政策が実施 され,経 済改革の速度が抑制 された時期であった。第

三に,生 産管理自主権のなかでは表の右側の項目ほど自主権の普及度が常

により高いことである(す なわち,生 産額く生産量く品種く技術く生産進

度)。逆にいえば,表 の左側の項目ほど比較的に政府の計画統制をうける

傾向があるといえる。 もっとも,項 目間の差異は小 さい。
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国有企業の経営自主権拡大と課題

(2)製 品の購入 ・販売の自主権

原材料の購入と製品の販売の自主権としてここでは市場を通 した購入 ・

販売比率の動向を見てみたい。調査C(769国 有工業企業)に よれば,原

材料の購入と製品の販売における市場化率は表5の とおりである。

表5.原 材料購入・製品販売の市場化比率(単 位:%)

原材料購入 製品販売

・:1 30.9 34.3

1981 30.9 39.3

1982 32.7 40.6

1983 33.8 41.0

1984 36.4 44.1

1985 42.4 52.4

1986 45.7 55.3

1987 50.6 56.5

・.. 55.9 58.3

1989 57.8 59.5

(出典:表4と 同論文,5頁)

表によれば,第 一に製品の購入 ・販売の市場化率,つ まり企業の購入 ・

販売の自主権の拡大は時期により緩急があることがわかる。1980年 一83年

は緩慢な拡大であるが,1984-88年 は比較的急速に拡大 している。 しか し,

1989年 はまた緩慢になっている。 これは,前 述のように経済改革政策の

変動の反映であろう。ただし,1991年 のG調 査(285企 業)で は原材料を

市場を通 して購入できる企業は全体の63.0%の レベルに達 している5)。第

二に,総 じて原材料の購入よりも製品の販売のほうが市場化率が高いこと

である。 これは他の調査によっても確認できる。たとえば,1991年11月

に実施された調査F(1637国 有企業)に よれば,原 材料販売企業を自主
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的に選択できる企業,っ まり原材料購入の自主権をもっ企業は全体の73.6

%で あったが,製 品販売の自主権を持っ企業は77.1%で あった6)。これは,

一般に,工 業原材料 は工業消費財に比べその購入販売に対する政府の統制

がよりきついからである(価 格にっいて も同様一後述)。

(3)製 品価格決定の自主権

製品価格に対する国家統制は1980年 代以来の改革のなかで着実 に減少

してきた。例えば,生 産財販売総額,消 費財小売 り総額,農 産物買い付け

総額のそれぞれに占める政府固定価格の比重は表6の ように減少 してきた。

表6.政 府固定価格の比重の推移 (単位:%)

1978 1986 ... 1991 1992

生産財販売

農産物買い付け

消費財小売り

100

92

97

64

37

45

60

25

30

36

22

21

30

15

10

(出典:1978,1986年 は田源 「価格改革与産権制度転換」『経済

研究』1988年 第2期,12頁,1988年 は馬洪,前 掲論文 『求是』

1991年 第10期,30頁,1991年 は 『中国通信』1992年9月2日,

1頁 。1992年 『中国通信』1993年3月22日)

このよう各種製品に対する国家統制価格の比重の低下は,固 定価格以外

の 「変動価格」(政 府が決めた一定の範囲で,ま た上限あるいは下限を定

めて変動を認める価格で,政 府指導価格 ともいう)お よび 「市場価格」の

比重が大幅に増大 したことを意味する。例えば1992年 では,消 費財小売

り額の90%以 上,生 産財販売額の82%,農 産物買い付け額の85%が 政府

の統制価格(固 定価格 と指導価格)か ら自由になっているといわれ る7)。

とくに,1992年9月 に政府は大幅な 「価格 自由化」措置を実施 し,593品

目の生産財と交通輸送価格を政府統制価格からはず したことにより価格の

「自由化」 は急速に進んだ。自由化 された593品 目の うち,571品 目は市
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国有企業の経営自主権拡大と課題

場の需給に基づく企業の自主的な決定にまかされた。 この結果,政 府統制

価格の品目は生産財では1991年 の737種 か ら89種(う ち固定価格34種,

指導価格55種)に 減少 した。また工業消費財 も800余 種を自由化 して政

府統制価格の品目は30余 種だけとなった8)。

このように,製 品価格の自由化はかなり進行 しているが,そ れに相応 し

て企業 レベルの価格決定の自主権が充分拡大 したわけでは必ず しもない。

例えば,1987年 のA調 査(上 海の322企 業)で は,価 格決定権を全面的

に有する企業は全体の11%,部 分的に有する企業が58%,全 くない企業

が29%で あった9)。 また1988年 に調査 した天津市の152の 国有企業(中

小企業)で は,製 品の工場出荷価格の決定方式は,上 級政府の決定が49

%,政 府規定の上下の価格範囲内での自己決定が26%,市 場価格 による

自己決定が25%で あった!°)。さらに1991年11月 に実施 されたF調 査で

は,国 有企業1637(大 型561,中 型671,小 型405)の うち製品の価格決

定権をもっ企業は全体の22.3%に すぎなかった11)。同年実施 されたG調 査

(285企 業)で は製品 の価格決定権 を もっ企業 は全体 の55.6%で あ っ

た12)。

(4)企 業人事権

a労 働者の雇用 ・配置権

1986年 の労働契約制度の全国的実施によ り,新 規雇用の労働者 に対 し

ては旧来の国家計画配分による常用労働者(固 定工)と してではな くて期

限付 きの契約労働者(契 約工)と して採用する道が開かれた。契約労働者

の採用人数枠は依然 として政府の計画統制下にあるが,企 業は契約労働者

を募集 し,自 己採用することができるようになった。従 って,企 業は労働

者採用方法における自己裁量の余地が生 まれたのである。国有企業におけ

る契約労働者の比率は表7に みられるように,増 大 しているものの,そ の

普及率はいまだかなり低い。

しか も,1991年 までの数年間で国家は全国で計3000万 余人の就職のア
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表7.国 有 企業 における契約労働者 の比率

(単位:%)

全国統計 C調 査(769企 業)

1981 1'

1982 1.43

1983 0.6 2.90

1984 2.0 4.63

1985 3.7 6.56

1986 5.6 9.28

1987 7.6 11.61

... 10.1 14.04

1989 11.8 15.17

1990 13.3

1991 14.9

(出典:全 国統計 は 『中国統計年鑑1992』,117頁

C調 査 は郭晋剛,杜 梅燕,前 掲論文,5頁)

レンジを行ったが,そ の90%以 上のものは大中型企業に配属 させ,年 に

10余 万人の転業軍人 もすべて大中型企業 に受 け入れさせたという13)。っ

まり,国 有大中型企業は政府の労働配分計画に従 って労働者を吸収せざる

を得ない状況がある。

労働者 ・職員の採用 自主権をもっ企業はF調 査(1637企 業)で は23.2

%に 留まっており!4),B調 査(855企 業)で は極めて少 ないことが報告 さ

れている。労働者職員の企業内配置権を持っ企業 はB調 査では63%で あ

り,採 用の場合に比べてはかなり大 きな自主権を持 っている。 しかし,労

働者の解雇権の保有状況 はかなり少ないt5)。1987年 のA調 査(322企 業)

によれば,労 働者の解雇権を全面的に保有 して いる企業 は全体 の12.3%
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国有企業の経営自主権拡大と課題

にすぎなった'6)。しか も,権 限を保有 していたとしても,企 業が実際にそ

れを行使 したものは極めて少数で例外的である17)。

b企 業責任者の選任権

企業責任者,す なわち企業長(工 場長)の 選任方法 は1986年 の 「国有

工業企業工場長工作条例」により三つの方法が規定 されていた。すなわち,

①企業の主管部門ないし幹部管理部門による委任 ・任命,② 企業従業員代

表大会の招請 ・指名(た だし後で企業主管部門ないし幹部間の部門が批准

するか任命する),③ 企業主管部門による招請 ・指名である18)。1990年 の

769企 業に対する調査によれば,企 業長(総 経理)の 選任方法は,全 体の

75%が 上級主管部門の任命によるもの,14%が 競争入札方式によるもの,

4%が 企業従業員代表大会の選挙,の こり7%が その他の方法によるもの

であっ1..19/..)。また何平によれば,全 国の国有企業の現任の経理の78.5%は

上級政府 ・党機関か らの任命であるといわれる。2°)また国有工業企業 の多

くは1987年 以来,経 営責任制を実施 しているが,経 営請負制企業の経営

者の三分の二は政府行政が決定指定 したものであるという2%い ずれにせ

よ,現 状の企業責任者は圧倒的に政府当局により決定されており,そ の結

果,か れらの政府当局への従属性と依存心理は不可避である。F調 査(16

37企 業)に よれば企業長の招聰の自主決定権を もっ企業は全体のわずか

1.1%に すぎない22)。要するに企業責任者の選出について企業の決定権は

基本的にないといってよい。

次に,企 業の管理職 員の指名権 は企業長 に与え られてお り,B調

査(855企 業)に よれば,職 員の人事配置権をもっ企業は63%に 達 してい

る23)。しかしながら,企 業長の指名権は政府主管当局の批准を得なければ

ならず,も し主管当局が同意承認 しなければ企業長の任命権 も実際には実

施することができない。

(5)財 務 自主権

1980年 代以来の 「放権譲利」政策 によ り,国 有企業の留保利潤比率
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(名目)は 次第に上昇 した。その動向は表8に 示すとおりである。

表8.国 有工業企業 の留保利潤率(名 目)の 推移(単 位:%)

C調 査(769企 業)

全国範囲
全体 黒字企業

・:1 11.919.0

1981 15.722.3

1982 18.224.8

1983 2.732.6

1984 25.837.9

1985 29.038.6

1986 33.4 33.238.5

1987 33.7 33.637.6

... 36.2 38.7*37.1

1989 41.5 42.9*37.0

1990 57.7 一

1991 一 一

備考:*を 付 した数字 は全体企業 と黒字企業 とが逆に

なって いる可能性があ るが,そ の まま記 した。

(出典:全 国統計 は 『中国工業経済統計年鑑1992』,129,142頁

より算出,C調 査 は郭晋剛,杜 梅燕,前 掲論文,5頁)

この比重が増大 した留保利潤は一般には生産発展基金,新 製品開発基金,

予備基金,福 利厚生基金,奨 励基金などに使用することが規定されている

が,こ の留保資金使用権を有する企業は,1989年 のB調 査(855企 業)に

よれば,全 体の76%で あったu)。かな り多 くの企業が この権限を もって

いる状況がうかがえる。ただし,内 部の資金分配にっいては財政主管部門

により企業の配分の標準 と比率が規定 されており,そ れに制約される25)。
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国有企業の経営自主権拡大と課題

次に,賃 金 ・ボーナスの自主分配権はB調 査(855企 業)に よれば,政

府により批准された賃金総額内における賃金の自主分配権を有する企業は

63%で あった26)。他方,F調 査(1637企 業)に よれば,賃 金総額 と従業

員定数は政府が統制 しているが,そ の枠内での企業内部の賃金分配の決定

権を有する企業は43%で あった。他方,ボ ーナス分配方式の決定権 を持

っ企業は平均で93%と 極めて多いzn。広東 ・福建 ・漸江省の75企 業,23

00人 に対する調査によれば(1991年),内 部の賃金分配方法にっいての自

主権を持っ国有企業は33%を 占めたという28)。

各国有企業の賃金総額は国家計画に組み込まれ,政 府財政当局の統制を

受けるが,1987年 の経営請負制 の開始にともない賃金総額 と企業 の経

済効果を直接 リンクさせる方式が実施されるようになった。具体的には,

企業の経済効果が1%変 動す ることに賃金総額を0.3-0.7%の 幅 で変動

させることとされた。 これは経済効果の上昇に応 じて当該企業の賃金の

枠を一定割合で拡大することを認めた ものである。 この規定 自体企業単

位にとって一定の利益となるものであるが,実 際の推移をみ ると,賃 金

総額 はこの規定の比率を越えて増大 している29)。これは,企 業の賃金総

額に関する裁量権が実際にはある程度拡大強化 していることを意味 してい

る。

(6)対 外貿易権

企業の対外貿易権が認められるようになったのは比較的最近のことであ

る。1993年5月 時点で対外貿易権を与えられた企業はわずかに1360余 企

業であり,ま たごく一部の大中型企業や企業集団に限られている3°)。貿易

権限を付与する資格条件が極めて厳 しいことによる。 また貿易権をもっ場

合でも,外 貨の全額留保 は認められておらず,留 保外貨の30%を 政府 に

上納 しなければならない31)。
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(7)割 当て拒否権

地方政府や各社会団体からの非正規の資金 ・資材 ・労働力の割当は,中

央政府のたびだびの禁止指示にも関わらず増大 している。B調 査によれば,

855企 業のうちで割当てがない企業は184企 業で,671企 業(78.5%)は

なんらかの割当を受けた。855企 業のなかで割当拒否権を実施できていな

い企業は506企 業(60%)も あったという謝。 また,割 当に対する企業指

導者の対応にっいては,遼 寧省の484の 大中型工業企業の指導者に対す る

調査が興味深い。それによると,非 正規の割当てに対 して① 「敢然 と自信

をもって拒否 した」者は4.2%,② 「拒否 したが,恐 れを感 じた」者が

14.9%,③ 「敢えて拒否 しなかったし,そ うしようとも思わなかった」 者

4.4%,④ 「やむをえず従った」「自分の意志に反 していやいやなが ら応 じ

た」者が76.5%で あった33)。要するに,割 当拒否権は基本的に実施されて

いないといえる。

2)企 業規模別からみた自主権の状況

国有企業を規模別にみた場合,国 有大中型工業企業 は1991年 で全国の

工業企業総数のわずか2.5%で しかないが,工 業総生産額 の45.6%,上 納

する利潤 ・税金総額の60%を 担っている基幹的 な産業部門である訓)。そ

れだけに国有大中型企業は小型企業に比べて国家の統制がきっ く,国 家へ

の負担(税 ・上納利潤など)も 重 く,企 業自主権も制約される傾向が強い。

とくに国有大企業は生産財,エ ネルギー生産,交 通通信などの資本集約的

な基幹産業がその中心を占めてお り,従 って政府の計画統制は従来か ら比

較的厳格であった。

C調 査(769企 業)に 基づく統計分析によれば,企 業の規模 と企業 自主

権の普及度とは明 らかに反比例の関係がある。すなわち,そ の統計分析で

は自主権の変数 として原材料の市場購入,製 品の市場販売,契 約労働者比

率,留 保利潤率の4っ を選び,大 企業,中 企業,小 企業のそれぞれとの相

関係数を検証 している。検証結果は,い ずれの自主権においても負の相関
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関係があることが示された35)。つまり,企 業規模が大きくなるほど自主権

は小さくなり,逆 に企業規模が小 さくなるほど自主権が大きくなるのであ

る。

3)業 種別か らみた企業 自主権の状況

企業自主権の実施状況は企業規模だけではなくて,業 種によって も異な

るであろう。政府の計画統制品が占ある比重の高い業種部門では企業の自

主権は相対的に小 さいであろう。F調 査(1637企 業)に よれば,い くっ

かの業種部門における自主権の普及率は表9の とおりであった。

表9.業 種別 の企業 自主 権の普及 率(1991年) (単位:%)

畿 投資財 消費財 原材料 エネルギー
製造業 製造業 製造業 工業

全体
平均

生 産 計 画 3535.724.310.1 1:

投 資 計 画 20.420.314.45.3 16.2

製 品 価 格 31.128.821.15.2 22.3

原材料購入 81.378.572.649.6 73.6

製 品 販 売 8683.469.143.5 77.1

賃 金 分 配 4634.8 43

ボーナス分配 ・ ・:: 93.2

備考:パ ーセ ン トは当該 自主権 を有す る企業 の占める比率 を指 す

(出典:「 中国工業経済研究』1992年8期,13頁)

これによれば,企 業 自主権の普及度はエネルギー工業で最 も少な く,以

下,原 材料製造業,消 費財製造業,投 資財製造業の順に大きくなっている。

この順序は表記のすべての自主権において同 じである。

また前記C調 査(769企 業)は,自 主権の項 目として原材料市場購入,

製品市場販売,契 約労働者比率,留 保利潤比率をとり,そ れぞれの自主権

項目と各業種との相関関係を分析 している。表10が その検討結果である。
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表10.各 種 自主権 と業種 との相関関係(回 帰係数)

原材料市場 製品市場 契約労働 留 保
購 入 比 率 販売比率 者 比 率 利潤率

常 数 0.5458 0.4847 0.0859 0.4047

食品飲食業 一〇
.0257

一〇.0772 一〇.0035 0.0184

紡 織 業 一〇
.1748

一〇.2044 0.0452 一〇
.oaiz

化 学 工 業 一〇.077s
一〇

.0322
一〇

.0035 0.0166

建 材 工 業 0.0121 一〇
.0331 o.007i 0.0120

機 械 工 業 一〇.1085 0.0997 0.0176 0.0782

交通運輸工業 一〇
.0500 0.0033 一〇

.0065 0.0641

電子通信工業 一〇
.0265 0.1301 一〇

.0110 0.0054

採 掘 業 一〇
.2907

一〇
.3789 0.0272 一〇

.0203

(出典:郭 晋剛,杜 梅燕,前 掲 論文,5頁)

表によれば,原 材料購入では,建 材業が自主権 との相関っまり市場化

が最 も高く,採 掘業や紡織業が最 も低い。製品販売では,機 械 ・電子通信

工業が最 も市場化が進み,逆 に採掘業や紡織業は最 も低い。契約労働者比

率では紡織業 と採掘業が比較的高 く,機 械工業では低い。留保利潤率では

機械工業が最 も高く,紡 織業 ・採掘業はかなり低い。従 って,第 一に,製

品購入販売および留保利潤の方面では中間素材製品 ・加工組立製品部門の

自主権が比較的大 きく,逆 にエネルギー製品 ・紡織などの消費財部門の自

主権が比較的少ないといえる。 しか し第二に,契 約労働者の採用の面では

全体的に相関度はかなり小さいが,比 較的にいえば紡織業 ・採掘業で大 き

く,機 械工業で低い。 この点は,第 一の点と対照的である。

4)92年 条例の経営自主権の実施状況

以上,企 業の自主権の付与状況をいろいろな面か ら検討 してきた。最後

にここでは,92年7月 の 「経営メカニズム転換条例」 に規定 された企業

自主権の実施状況を見ておきたい。1993年 に入 って各地方政府当局およ
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び中央の国務院の関係機関はそれぞれ転換条例の実施状況を把握するため

に多 くの調査を行っている。 ここではそれ らの調査にもとつ く当局側の経

営自主権の実施状況評価をみてみたい。すでに公表されている主な実施状

況報告には次のようなものがある。

①11地 区13企 業の調査

②11地 区16企 業の調査

③ 上海18試 行企業の調査

④ 山東省1663企 業の調査

⑤16省 ・市の調査

⑥ 全国15省 ・区 ・市の調査

(『中 国 通 信 』1993年2月25日)

(『人 民 日報 』1993年5月12日)

(『人 民 日報 』1993年5月21日)

(『人 民 日報 』1993年5月31日)

(『人 民 日報 』1993年6月22日)

(『人 民 日報』1993年6月23日,7月24日)

以上の各調査に基づ く企業自主権の実施程度にっいての政府当局の評

価を整理すると表11の とおりである。

表11.当 局 による企業 自主権の実施程度評価
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⑬ 内 部 機 構 設 置 権

⑭ 割 当 て 拒 否 権

B

C

Q

UU

Q

UU

備考Aは 「基本的に実施 されて いる」

Bは 「一部実 施 されてい る」

Cは 「ほとん どまたは基 本的に実施 されていな い」を指す

調査② で は具体 的にはA評 価 しか分か らないが,BとCの

評価 はそれぞれ6項 目 と3項 目であ る。

上述の評価では各調査での評価基準が全 く同 じなのかどうか,そ して

「基本的に」 とか 「一部」 とかの表現の具体的内容が曖昧であるなどの疑

問点は残る。評価の前提となる自主権の実施率は,単 純に自主権実施企業

のサンプル数全体に占める比率で計測 しているものなのか,あ るいは各企

業での実施程度をランク付けしそれを集計 し平均値をとったものなのか判

然としない。

しか し,そ れはそれとして上記の当局の評価全体をみると一部の相違が

あるものの,明 らかに共通 した傾向も見てとれる。すなわち,① ②③④お

よび⑦の自主権はすべてA評 価,⑤ 輸出入権と⑭割当拒否権はいずれ もC

評価,資 産処分権はすべてB評 価でそれぞれ共通 している。⑥投資意志決

定権と⑩労働雇用権は評価が分かれているがC評 価が比較的多い。 その他

の自主権も評価が分かれているが,強 いていえばB評 価(⑨ ⑪)な いしA

評価(⑬)が 比較的多い。

14の企業自主権のうち,8っ の権限が 「基本的に実施 され」,4つ の権

限が 「部分的に実施 され」,2っ の権限が 「ほとんど実施 されていない」

との最近の政府当局の評価(上 記⑥)に っいては,や や過大評価ではない

かとの印象もあるが36),こ こでは立ち入 らない。いずれにせよ,企 業 自主

権の保有 ・実施状況は従前よりは前進 していること,同 時に自立的な経営

主体としての企業の水準か らはまだかなりのギャップがあり,か なり不十

分な状況にあることは明かであろう。
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4経 営 自主権 と制約 要因

企業の経営 自主権が拡大されっっあるとはいえ,ま だかなり不十分で徹

底 されないのはなぜなのか。企業の自主権拡大の制約要因としては,① 政

府機関の統制干渉,② 企業環境とくに市場システムの未確立 ・未整備,③

企業側の経営不良と受動的姿勢が考えられる。ここでは紙面の制約もあり,

①の制約要因を中心としっっ,② と③をもあわせて検討 してみたい。

1)政 府の統制

1980年 代後半以降,行 政と企業との分離,所 有と経営の分離,企 業経

営 自主権の確立を目指す改革方針が追求されなが らも,と くに1988年 の

企業法が企業の自主権を規定 しなが らも実際にはあまり実施されなかった

直接的な原因は政府当局の統制干渉が継続 していることにある。 この政府

の統制干渉の背景にっいては三つの レベルか らみることができる。すなわ

ち第一に,市 場経済化に応 じて政府行政職能が転換されず,旧 来の行政的

管理 スタイルが依然 として継続 していることである。第二 に1888年 か ら

のインフレ抑制 と経済引き締め調整の過程において政府によるマクロ経済

統制強化 と社会安定化の政策が選択 されたこと,第 三には政府官僚組織側

の既得利益,既 得権限の維持である。

まず,旧 来の行政的統制管理が継続 し,い わゆる行政 と国有企業とが未

分化であることについては,政 府の職能において行政管理 と資産管理とが

未分化のまま一体 となっていること(い わゆる 「政資不分」)こ とが根源

であるとの考えが近年中国側より提起 されている訂)。つまり,政 府の企業

主管当局は企業に対する行政管理者であるだけでな く,同 時に企業資産の

所有者であることが企業の所有権 と経営権 との分離を不可能にし,企 業に

対する行政当局の統制干渉を不可避なものとしているとの考えである。こ

うした条件のもとでは,政 府当局が行政上,企 業側にいかに自主経営権を

与えたとしても,現 実にはなかなか企業の自主権は確立 されない。なぜな

ら,政 府当局は同時に企業資産の所有権者であり,従 ってその資格 におい
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て企業に対 して行政的に監督統制することができるからである。例えば,

企業の資産を拡大発展 させることを目的とした設備投資の決定において,

また企業の資産処分の決定において,企 業資産の所有者である政府当局の

批准,決 定は不可避であった。

従 って,企 業の資産所有権の所在と範囲を明確にし(い わゆる 「財産権

改革」)た うえで,そ の資産管理職能 と行政管理権職能 とを組織的 にも,

職能的にもはっきり区別 してこそ,は じめて政府行政 と企業経営 との分離

を実現できるとするのである。 この考え方は企業改革の新たな方針 となっ

ている。現在,基 本的な改革方向は株式制による財産権の明確化 と政府の

資産管理職能の分離独立化をめざしているが,そ のためのテス ト試行 はま

だ始 まったばかりである。従 って,当 面において政府当局の企業にたいす

る行政的統制干渉を是正する基礎的条件は未確立であり,こ の問題 はまだ

解決困難であろう。

次に,1988年 秋の経済引き締め ・調整政策の導入は加熱す る経済需要

と激 しいインフレを抑制するためには不可欠であったが,企 業の経営自主

権拡大にとっては制約要因 ともなった。1988年 秋から1991年 秋 までの経

済引き締め過程で生 じたことは,第 一に政府がそれまで企業に与えていた

自主権の一部を回収 したことであり,第 二に政府の企業に対する統制の仕

方が少 し変化 し,新 たな統制形態が増加 したことである。

第一点の企業 自主権の回収についていえば,政 府 はインフレを抑制する

ために財政 ・金融のマクロ統制を強化 したが,こ のなかで例えば,① 企業

の投資規模の審査認可権限が上級政府に回収 されたこと,② 企業の技術改

造 も各関係当局の審査批准が改めて要求 される状況に戻ったこと,③ 価格

の審査権限が一部回収 され,企 業の価格設定範囲もより制限されたこと,

④対外貿易権の制限など,が み られた38)。

また経済引き締あにともなう企業経営の悪化のなかで,社 会安定化の政

策的考慮か ら企業の労働者人事権と賃金分配権が制限された。労働者の人
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事権では例えば,① 労働組織編成の合理化と過剰人員の再配置をめざす改

革(「 優化労働組合」)が 多 くの企業で相次いで停止され,② 就職待ち人数

を減 らすために政府労働部門はすでに人員過剰で困 っている企業に対 して

新規労働者を受 け入れさせた。この点は大企業になればなるほど,よ り多

くの労働者の採用を要求されたという39)。また賃金調整において賃金 に占

める 「変動賃金」の部分が固定化され,元 来変動賃金を受けていない労働

者 もそれを支給 されることになり,結 果として賃金の分配が平均化された

という⑥。

第二の政府の統制 ・干渉方法の変化にっいては,例 えば,① 旧来の指令

性計画は減少 したものの,い ろいろな名目の行政による検査と比較評定が

増大 したこと,② 企業主管部門の干渉は相対的に減少 したが,い ろいろな

社会団体単位からの干渉(割 当て)が 増加 したこと,③ 利益が増えている

企業にたいする無償の貢献を要求する部門が増えたこと,逆 に企業が経営

困難にある時に援助 してくれる部門が減少 したこと,④ 企業内に政府部門

に対応す る機構(「 対口機構」)を設置するよう指令する干渉が増加 したこ

と,な どが指摘 されている41)。

こうして経済引 き締め政策の結果,実 際上企業 自主権 は縮小 した。杜梅

燕によれば,「全体的に言って,こ の二三年,企 業自主権が保障 されない

問題は確かに発展 し,市 場不景気,需 要の軟化の状況のもとでこの種の波

動は企業が市場の衝撃に抗する能力を弱め,矛 盾はさらに先鋭深刻になっ

た。特に国有大中型企業がそうである」 といテ2)。ある調資料査 によると

88年 の企業法が規定 した13条 の自主権のなかで真に実施 されたのは 「二

っの条項と半分の条項」にすぎなか った。すなわち,一 っの条項 とは製品

の自主計画権であり,残 りの一条項半とは製品の販売権,留 保資金の処分

権,賃 金ボーナス分配形式決定権,機 構設置権のそれぞれの条項の三分の

一が企業に与え られたことを指 している昭)。また経済引き締め政策の結果

企業法の規定 した権利の中で実際に残っているのは一つ半にす ぎない,と
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の意見が多くの工場長のあいだに存在 したという。一っ半 とは在庫製品の

販売権 と部分的な中間管理職任命権のことを指 している翰。

また最近,政 府の企業統制干渉の新たな事例 として,旧 来の政府経済部

門の専門部局を形式的に再編独立させて経営公司を設置 したり(「 翻牌公

司」),企 業連合や企業集団の形成にあたって政府が優良企業を当該企業の

意志に反 して強引に連合や集団のなかにひきいれ,合 併 させ る現象(「 拉

郎配」)が 出現 しているという葡)。こうした企業は行政権限 と密接にむす

びっいた独占的,な いし特権的な企業 と企業集団であり,企 業の経営権限

にたいする政府当局の統制介入 も比較的強いといわれる。 この現象 は企業

の提携 ・吸収 ・合併の自主権に反 しているばかりでなく,行 政 と企業 との

あいだの新たな矛盾 と癒着を形成 している。

以上のような政府部門の矛盾 した行動様式,す なわち,「 会議では権限

の下放を唱えながら,会 議が終わると下放 しない。上の部門は下放するが,

下の部門は下放 しない。 口先では下放するといいながら,実 際には下放 し

ない。表では下放 したようにみせかけながら裏では権限を握っている」状

況は依然としてかなり広 くみられるといわれる46)。

2)企 業環境の不健全

上述の政府の統制干渉の継続は企業環境とくに,市 場の形成がいまだ低

い水準に留まり統一的な市場経済が形成されていないことか らも促進され

ている。すなわち,消 費財と生産財についてはすでに見たようにかなりの

程度に市場取引が形成されているが,労 働力,資 金 ・証券,不 動産などの

各種要素市場の形成はまだ初歩段階であり,し か も地方行政によって市場

が分割される傾向がある(い わゆる諸侯経済47))。また一物多価の多重価

格制度,税 制 ・金融制度の非規範的性格によって企業にとって平等な競争

条件はいまだ成立 していない。 こうした市場 システムの未整備は必然的に

財の非市場的交換をもたらしている。非市場的交換 とは政府官僚による行

政的交換(コ ルナイ ・ヤーノシュの 「官僚的調整」娼))で あり,ま た個人
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的 コネクションによるヤ ミの交換である。言い替えれば,市 場システムの

未整備は政府官僚の統制を維持する客観的要因となっていると考えられる。

例えば,一 部の生産財の市場,労 働力市場,金 融 ・株式市場,不 動産市場,

内外貿易の統一市場,外 貨市場などの未確立 ・未整備 は程度の差こそあれ,

それぞれの財の交換に対する政府の行政的な統制の余地を与えている。政

府は財に対する行政的統制から経済的マクロ統制 に移行 しようとしている

が,上 述のような市場の未確立 とゆがみにより,期 待される効果を発揮で

きないでいる。

3)企 業の経営不良 と受動的姿勢

政府の企業に対する統制干渉は企業の自主経営を阻害する主要な要因で

はあるが,そ れは同時に企業側の経営不良 と受動的姿勢 に対する政府側の

反応としての側面をもつ。従 って,政 府の企業に対する統制干渉は必ず し

もすべて政府側の一方的原因に由来するものではなく,企 業側の状況にも

多分に影響されている。

国有企業は全体の三分の一が赤字,他 の三分の一 も潜在的赤字状態とい

われている49)。また企業には多種の税 ・費用 ・割当などの負担が重 く,留

保資金は乏 しい5°)。銀行か らの借り入れ額 も返済困難な状態に陥っている。

このようなかなり不良な経営状態にありなが ら,依 然 として倒産 もせず,

借金返済に苦 しむこともな く,従 来どおり従業員に対する賃金 ・ボーナス

を継続 して支給することができるのは,政 府か らの財政援助があるからで

ある。政府は依然として 「社会主義」の名目の もと社会安定,生 活安定の

政策的観点か ら国有企業に対 して 「温情主義」的対応をせざるをえない。

政府の企業への統制干渉はこのような企業への財政補助 ・温情主義 と裏腹

の関係にあるのである。

こうした政府の温情主義(コ ルナイのいう 「ソフ トな予算制約」,ワ ル

ダーのいう 「パ トロンークライアント関係」5p)の もと,い まだ多 くの企

業は損益に自ら責任を負 う体制を構築できていない。そ して基本的な点で
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企業の財産所有権を自ら有する状況か らはほど遠い。つまり,企 業はみず

からの資産に関心をもっ経済利益主体として確立 していないのである。こ

うした企業か らすれば,一 部の改革積極的な部分を除いて,多 くは受動的

な姿勢をとることになる。最 も受動的な企業は旧態依然として政府当局へ

の依存を維持 し,政 府の保護を期待 し,そ の見返りに政府の統制干渉を甘

受する。従って,企 業自主権を主張する利害関心が基本的に欠けていると

いえる。より多 くの企業は企業の自主権の拡大を支持 しっつも,経 営不良

にともなう政府の補助や恩恵を期待するために自主権を積極的に主張 し,

実施するほどの積極性はない。また,企 業単位社会の安定,従 業員の福利

厚生をはかるために労働合理化や首切 りを断行することには極めて消極的

である。その結果,一 種模様ながめの姿勢(「等,看,推 」)を とることに

なる。国務院の調査グループの報告 も,企 業自主権の実施に対 して,こ の

ような模様ながあの消極的姿勢をとっている企業が少なくないことを述べ

ている。例えば,企 業経営者の対応としては,「有権不能用,有 権不敢用,

有権不会用」の状況,っ まり,自 主権を与え られて も企業環境条件の未整

備のためにそれを使用することができない状況,自 主権を実施 した後の事

態を心配恐れてそれを敢えて使用 しようとはしない状況,ま た自らがかっ

ての観念と体制に制約されて自主権を使用できない状況が,あ るといわれ

る52)。そしてそれが企業自主権実施が困難なことの主体的原因であると分

析されている。この意味で,政 府の統制干渉と企業の消極的姿勢とは共鳴

しあっているといえよう。
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